
○つくばみらい市定例教育委員会会議録（令和元年１０月） 

 

１ 日時    令和元年１０月２９日（火）午前９時３０分から 

２ 場所    教育委員会庁舎 ２階 会議室 

３ 出席委員  教育長         福田 敏男 

委員          中島 正志 

委員          久下 伸子 

  委員          髙橋 秀光 

委員          安河内崇代 

４ 欠席委員  なし 

５ 出席職員  教育部長        吉田 弘之 

学校総務課課長補佐   大澤 勝彦 

適正配置推進室室長   石引 智宏 

学校総務課主幹     尾林 大悟 

学校総務課主事     村田 直也 

教育指導課長      長塚 和徳 

教育指導課副参事    中島 嘉之 

教育指導課課長補佐   直井 仁志 

生涯学習課長      直井 和美 

生涯学習課課長補佐   千葉 裕康 

文化振興室室長     浅野 博之 

スポーツ推進室長    関  正臣 

図書館館長補佐     広瀬 実 

６ 傍聴人   なし           

７ 審議事項  議案第４５号 つくばみらい市立コミュニティセンター条例の一部を改

正する条例について 

        議案第４６号 つくばみらい市立図書館条例の一部を改正する条例につ

いて 

        議案第４７号 つくばみらい市スクールバス運行に関する要綱の制定に

ついて 

        議案第４８号 つくばみらい市遠距離通学費補助金交付要綱の一部を改

正する告示について 

        議案第４９号 つくばみらい市の幼児教育のあり方検討委員会委員の委

嘱について 

議案第５０号  指定校変更について 

        議案第５１号 準要保護の認定について               

    報告第３２号 準要保護の認定について 

        報告第３３号 区域外就学について 

        報告第３４号 令和元年度（平成３０年度事業）教育委員会事務の点検



及び評価報告について 

        報告第３５号 後援申請について 

８ 議事 
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【令和元年１０月定例教育委員会の開会宣言】 

只今から令和元年１０月定例教育委員会を開会いたします。 

はじめに，教育長より，ごあいさつをお願いいたします。 

【あいさつ】 

・台風について 

・国体の結果ついて 

・学校訪問について 

・教職員の人事異動について 

よろしくお願いいたします。 

それでは議事の進行につきましては教育長お願いします。 

それでは，議案第 45 号「つくばみらい市立コミュニティセンター条例の一 

部を改正する条例について」説明お願いします。 

・つくばみらい市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の現 

行と改正案について 

質疑を諮る。 

市民の利便性や常総市、守谷市との相互利用で午後 7 時までの延長は良い 

ことだと思いますが、働いている人の勤務についてはどの様になりますか。 

現在、図書館分館利用者を主に考えたのですが監督する立場の本館も合わ 

せて次の議案になりますが 1 時間延長します。本館においては正職員とほ 

とんどが司書・嘱託職員女性が多いですが 1 時間延長であれば対応できる 

確認を取ってあります。分館につきましては、現在、指定管理者制度で民 

間が管理運営をしているところですが、1 時間延長であれば問題ないと回答 

を頂いております。 

議案第 45 号「つくばみらい市立コミュニティセンター条例の一部を改正す 

る条例について」原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

異議なし。 

議案第 45 号「つくばみらい市立コミュニティセンター条例の一部を改正す 

る条例について」原案のとおり承認します。続きまして，議案第 46 号「つ 

くばみらい市立図書館条例の一部を改正する条例について」説明お願いし 

ます。 

・つくばみらい市立図書館条例の一部を改正する条例の現行と改正案につ 

いて 

質疑を諮る。 

異議なし。 

議案第46号「つくばみらい市立図書館条例の一部を改正する条例について」 

原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 
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異議なし。 

議案第46号「つくばみらい市立図書館条例の一部を改正する条例について」 

原案のとおり承認します。続きまして，議案第 47 号「つくばみらい市スク 

ールバス運行に関する要綱の制定について」説明お願いします。 

・つくばみらい市スクールバス運行に関する要綱について 

質疑を諮る。 

具体的な話ですが、登校班でもめてしまうという事も普段からあって、そ 

ういう場合は保護者が自主的に付き添って見守って行っている状況です。 

スクールバスの中でも色々なことが想定されるわけです。その時に保護者 

が一緒にバスに乗ってよいか申し出があるかもしれない。そのような時の 

対応策はどの様になっていますか。 

マイクロバスは運転手を含め 29 人乗りを予定しております。これまで統合 

準備委員会、総務部会等、各 PTA 保護者の方々からのご意見を頂いている 

中で運転手の他に添乗員を乗車させる計画をしています。添乗員の目的で 

すが、子供たちの乗降りの確認、バスの中での安全指導等がメインになっ 

てきますが、委員のご意見の子供同士のいざこざ等しっかりと安全に運行 

出来るよう来年度スタートしていきたいと思います。 

添乗員さん大変だと思いますがよろしくお願いします。 

議案第 47 号「つくばみらい市スクールバス運行に関する要綱の制定につい 

て」原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

異議なし。 

議案第 47 号「つくばみらい市スクールバス運行に関する要綱の制定につい 

て」原案のとおり承認します。続きまして，議案第 48 号「つくばみらい市 

遠距離通学費補助金交付要綱の一部を改正する告示について」説明お願い 

します。 

・つくばみらい市遠距離通学費補助金交付要綱の一部を改正する告示の現 

行と改正案について 

質疑を諮る。 

全額無料についてはとても良いことだと思います。ただ、市の財政的には 

どうなのかわからない。 

現在、対象となる児童の把握している人数では 30 万～40 万の増額と想定 

されます。スクールバスを利用する児童との公平化を図る考え方です。 

スクールバスが無料化となって，市はどれくらい負担するのですか。財政 

的に大丈夫なのでしょうか。心配です。 

年間 1 台当たり 700 万～800 万程度の予算措置としています。現在 4 台を 

5 年間という事で計算をしています。 

現在、関鉄バスの利用者は板橋小 8 人、谷井田小 2 人です。 

議案第 48 号「つくばみらい市遠距離通学費補助金交付要綱の一部を改正す 

る告示について」原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 
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異議なし。 

議案第 48 号「つくばみらい市遠距離通学費補助金交付要綱の一部を改正す 

る告示について」原案のとおり承認します。続きまして，議案第 49 号「つ 

くばみらい市の幼児教育のあり方検討委員会委員の委嘱について」説明お 

願いします。 

・つくばみらい市の幼児教育のあり方検討委員会委員の委嘱について 

（学識経験者 2 名・市立幼稚園関係者 4 名・私立幼稚園関係者 2 名・認定 

こども園関係者 2 名） 

質疑を諮る。 

異議なし。 

議案第 49 号「つくばみらい市の幼児教育のあり方検討委員会委員の委嘱に 

ついて」原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

異議なし。 

議案第 49 号「つくばみらい市の幼児教育のあり方検討委員会委員の委嘱に 

ついて」原案のとおり承認します。続きまして，議案第 50 号「指定校変更 

について」議案第 51 号「準要保護の認定について」報告第 32 号「準要保 

護の認定について」報告第 33 号「区域外就学について」ですが，個人情報 

のため「秘密会」での進行といたします。 

傍聴人がいないのでそのまま進めます。 

それでは，議案第 50 号「指定校変更について」説明お願いします。 

以下，非公開。 

続きまして，議案第 51 号「準要保護の認定について」説明お願いします。 

以下，非公開。 

続きまして，報告第 32 号「準要保護の認定について」説明をお願いします。 

以下，非公開。 

続きまして，報告第 33 号「区域外就学について」説明をお願いします。 

以下，非公開。 

以上で秘密会は終了しました。傍聴人がいないのでそのまま進めます。 

続きまして，報告第 34 号「令和元年度（平成３０年度事業）教育委員会事 

務の点検及び評価報告について」説明をお願いします。 

・令和元年度（平成３０年度事業）教育委員会事務の点検及び評価報告 

学校総務課所管分について 

教育指導課所管分について 

生涯学習課所管分について 

質疑を諮る。 

評価委員の意見に対する教育委員会からの回答はあるのですか。 

平成３０年度事業に対する評価意見等ですのでこちらを踏まえて３１年度 

今後の事業に反映させていきたいと考えております。 

給食についてのところで弁当の日の再開についても検討して頂くという事 
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も今後の運営の中で考えていくという事でしょうか。 

委員からのご意見で食育という面で効果があったのではないかという事で 

したが、デメリットとして忘れてきた子の対応等説明させて頂きました。 

市長の見解もありますので検討はしていく。 

弁当の日が無くても子育て支援の一貫で弁当の日は無くなったのですが、 

行事や大会等で弁当の日があるので全く弁当を作らなくなったというわけ 

ではありません。 

奨学金制度は高校のですか。 

高校・大学もです。 

公募とかしてありますか。 

市広報誌、ホームページに載せております。 

各学校宛に文書も配布しております。 

情報の収集は親御さんが進学に対して積極的かどうかですね。 

報告第 34 号「令和元年度（平成３０年度事業）教育委員会事務の点検及び 

評価報告について」は報告案件ですのでご了承願います。続きまして，報 

告第 35 号「後援申請について」説明をお願いします。 

申請 1 件 

・間宮林蔵奉納祭について 

質疑を諮る。 

異議なし。 

報告第 35 号「後援申請について」は報告案件ですのでご了承願います。 

本日の議案につきましては以上となります。その他につきましては事務局

でお願いします。 

次回の委員会の日程 

定例教育委員会 

１１月２５日（月） 午前９時００分 

会議通知につきましては，開催日が近づきましたら事務局から通知を送付

させていただきます。事務局からは以上です。 

では以上を持ちまして令和元年１０月定例教育委員会を閉会します。 

上記決議を明確にするため，本議事録を作成する。 

 

令和元年１０月２９日           教 育 長    福 田  敏 男 

                      教育長職務代理者 中 島  正 志 


